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１ ２ 月 定 例 市 議 会 報 告 件 名 

 

  報 告 番 号              件                 名 

 

釧路市報告第31号  工事請負契約変更報告の件･･････････････････････････････････   3 

釧路市報告第32号  専決処分報告の件（交通事故損害賠償額の決定等）････････････   5 

釧路市報告第33号  専決処分報告の件（交通事故損害賠償額の決定等）････････････   7 

釧路市報告第34号  専決処分報告の件（物損事故損害賠償額の決定等）････････････   9 

釧路市報告第35号  専決処分報告の件（物損事故損害賠償額の決定等）････････････  11 

釧路市報告第36号  専決処分報告の件（物損事故損害賠償額の決定等）････････････  13 



釧路市報告第３１号  

 

   工事請負契約変更報告の件  

 

令和５年第１回釧路市議会２月定例会において議決を経た、令和４年災第

７号オタノシケップ川災害復旧工事（２工区）に係る工事請負契約を、次の

とおり変更したので報告する。  

記  

３契約金額中「２２５ ,２８０ ,０００円」を「２２７ ,１７２ ,０００円」

に改める。  

 

令和５年１２月６日  

釧路市長  蝦  名  大  也  

 

 （説明）  

 令和４年災第７号オタノシケップ川災害復旧工事（２工区）に関し、契約

金額を変更する特別処分をしたので、議会の議決に付すべき契約に関する条

例第４条第２項の規定に基づき報告するものである。  

 

（ 参 考 ）  

 

議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 抜 粋  

 

（ 契 約 変 更 の 特 別 処 分 ）  

第 ４ 条  第 ２ 条 の 契 約 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 契 約 の 変 更 を 必 要 と す る と き は 、

市 長 は 、 議 会 の 議 決 を 経 な い で 、 こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。  

( 1 )  設 計 変 更 の 程 度 が 、 著 し い 変 更 又 は 重 要 部 分 で な い 場 合 で 、 か つ 、 契

約 金 額 の １ 割 以 内 の 契 約 変 更  

（ ２ 号  略 ）  

２  前 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 市 長 は 、 次 の 議 会 に お い て こ れ を 報

告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

議 案 第 ３ ９ 号  

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に 関 す る 件  
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令 和 ４ 年 災 第 ７ 号 オ タ ノ シ ケ ッ プ 川 災 害 復 旧 工 事 （ ２ 工 区 ） に 関 し 、 次 に

よ り 請 負 契 約 を 締 結 す る 。  

                 記  

１  契 約 の 目 的    令 和 ４ 年 災 第 ７ 号 オ タ ノ シ ケ ッ プ 川 災 害 復 旧 工  

事 （ ２ 工 区 ）  

２  契 約 の 方 法    一 般 競 争 入 札  

３  契 約 金 額    ２ ２ ５ , ２ ８ ０ , ０ ０ ０ 円  

４  契 約 の 相 手 方    釧 路 市 鳥 取 南 ６ 丁 目 １ 番 １ ８ 号  

あ 阿 寒 ・ 萬 木 ・ 釧 石 特 定 共 同 企 業 体  

             代 表 者  阿 寒 共 立 土 建 株 式 会 社  

               代 表 取 締 役  阿  部  和  弘  

５  工 期    契 約 の 日 か ら 令 和 ５ 年 １ １ 月 １ ０ 日 ま で  

 

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ４ 日 提 出  

釧 路 市 長  蝦  名  大  也  
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釧路市報告第３２号  

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。  

記  

 市は、市有車両に係る交通事故に関し、次のとおり損害賠償の額を定め、  

及び和解を成立させるものとする。  

１  事故発生年月日及び場所  

   令和５年７月３１日  

   釧路市愛国東２丁目１１番６号  

２  損害賠償の額     １１５ ,３６８円  

３  和解成立の方針  

 (1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として１１５ ,３６８円を負

担する。  

(2) 和解の相手方は、本件交通事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。  

４  損害賠償及び和解の相手方  

   別  添  

 

令和５年１２月６日  

釧路市長  蝦  名  大  也  

 

（説明）  

市有車両に係る交通事故に関し、損害賠償の額を定め、及び和解を成立さ

せる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき、報

告するものである。  
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（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 議 会 の 委 任 に よ る 専 決 処 分 ）  

第 １ ８ ０ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、 そ の 議

決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お い て 、 こ れ を 専

決 処 分 に す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 こ

れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

専 決 処 分 事 項 指 定 の 件  

（ 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 議 決 ）  

 

議 会 の 権 限 に 属 す る 次 に 掲 げ る 事 項 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６

７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 市 長 の 専 決 処 分 事 項 と し て 指 定 す る 。  

(1)  市 有 財 産 に つ い て 不 法 行 為 又 は 契 約 不 履 行 が あ っ た 場 合 に お い て 、 市

が 提 起 す る 訴 訟 の 目 的 の 価 額 が １ ０ ０ 万 円 未 満 の 訴 訟 、 和 解 及 び 調 停 に

関 す る こ と 。  

(2) １ 件 の 金 額 が １ ０ ０ 万 円 未 満 の 法 律 上 市 の 義 務 に 属 す る 損 害 賠 償 の 額

を 定 め 、 及 び 和 解 又 は 調 停 を 成 立 さ せ る こ と 。  
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釧路市報告第３３号  

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。  

記  

市は、市有車両に係る交通事故に関し、次のとおり損害賠償の額を定め、

及び和解を成立させるものとする。  

１  事故発生年月日及び場所  

令和５年１０月１２日  

釧路市錦町２丁目４番地  釧路フィッシャーマンズワーフ敷地内  

２  損害賠償の額     ４６ ,８７１円  

３  和解成立の方針  

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として４６ ,８７１円を負担

する。  

(2) 和解の相手方は、本件交通事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。  

４  損害賠償及び和解の相手方  

別  添  

 

令和５年１２月６日  

釧路市長  蝦  名  大  也  

 

（説明）  

市有車両に係る交通事故に関し、損害賠償の額を定め、及び和解を成立さ

せる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき、報

告するものである。  
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釧路市報告第３４号  

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。  

記  

市は、昭和中央５丁目２番１号において発生した物損事故に関し、次のと

おり損害賠償の額を定め、及び和解を成立させるものとする。  

１  本件事故に係る損害発生期間及び場所  

令和４年６月１３日から令和５年６月１４日まで  

釧路市昭和中央５丁目２番１号  

２  損害賠償の額     ９３ ,５００円  

３  和解成立の方針  

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として９３ ,５００円を負担

する。  

(2) 和解の相手方は、本件物損事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。  

４  損害賠償及び和解の相手方  

別  添  

 

令和５年１２月６日  

釧路市長  蝦  名  大  也  

 

（説明）  

昭和中央５丁目２番１号において発生した物損事故に関し、損害賠償の額

を定め、及び和解を成立させる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条

第２項の規定に基づき、報告するものである。  
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釧路市報告第３５号  

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。  

記  

市は、市道上において発生した物損事故に関し、次のとおり損害賠償の額

を定め、及び和解を成立させるものとする。  

１  事故発生年月日等、損害賠償の額及び相手方  

番号  事故発生年月日  事故発生場所  
損害賠償  

の額  

損害賠償及

び和解の相

手方  

１  令和５年７月 22日  

釧路市興津１丁目６番

地先  

市道ひかり台４号  

27,953円  別添中番号

１  

２  令和５年８月４日  

釧路市芦野２丁目２３

番地先  

市道愛国北１号通  

242,491円  別添中番号

２  

３  令和５年８月 21日  

釧路市阿寒町上阿寒２

３線４０番地地先  

市道上阿寒道路  

55,495円  別添中番号

３  

２  和解成立の方針  

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金としてそれぞれ前項の表に掲

げる損害賠償の額を負担する。  

(2) 和解の相手方は、本件物損事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。  

 

令和５年１２月６日  

釧路市長  蝦  名  大  也  

 

（説明）  
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市道上において発生した物損事故に関し、損害賠償の額を定め、及び和解

を成立させる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項の規定に基

づき、報告するものである。  
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釧路市報告第３６号  

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。  

記  

市は、川上町４丁目２番地１において発生した物損事故に関し、次のとお

り損害賠償の額を定め、及び和解を成立させるものとする。  

１  事故発生年月日及び場所  

令和５年９月２８日  

釧路市川上町４丁目２番地１  

２  損害賠償の額         １２１ ,０９８円  

３  和解成立の方針  

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として１２１ ,０９８円を負

担する。  

(2) 和解の相手方は、本件物損事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。  

４  損害賠償及び和解の相手方  

別  添  

 

令和５年１２月６日  

釧路市長  蝦  名  大  也  

 

（説明）  

川上町４丁目２番地１において発生した物損事故に関し、損害賠償の額を

定め、及び和解を成立させる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第

２項の規定に基づき、報告するものである。  
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